
通報者 
＜通報窓口＞ 
教務部長 

通報 

駒澤大学公的研究費
調査委員会 

＜最高管理責任者＞ 
学長 

調査要否の決定 
（30日以内） 

 

報告 

異議申立て 

（10日以内） 

再調査の実施可否
決定 

調査結果通知 

調査対象 

調査しない 

調査委員会設置 

調査結果の報告 

調査（再調査） 

調査報告書の作成・提出 

公的研究費の 
一時執行停止 

配分機関 

否 

有 

無 

否 

要 

調査対象 
可否の
通知 

調査結果の報告 
（210日以内） 

調査対象 

駒澤大学公的研究費
調査委員会 

調査対象 

調査情報の公表 

公的研究費委員会 

不正使用が認められた場合 不正の事実がないことが判明した場合 ＜最高管理責任者＞ 
学長 

名誉の回復 

不正を行ったと認定
された教職員 

懲戒処分 

配分機関 

可 

関係者 
協力 
要請 

報告 
協議 

認定 

＜最高管理責任者＞ 
学長 

配分機関 報告 

正当な事由がある場合を
除き、当該事案に係る資料
の提出又は閲覧、現地調
査に応じる。 

配分機関 調査協力 

期限までに調査が完了しない場
合や配分機関の求めに応じて、
調査の進捗状況報告及び調査の
中間報告を提出する。 


